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サービスに関するお問い合わせ その他お問い合わせ

母子手帳交付＆面談完了後
妊婦のための支援給付金

5万円がもらえます！

母子手帳の交付申請・予約について
舟橋村では、母子手帳の交付申請・予約はアプリによる電子申請としています。

申請方法はアプリダウンロード後裏面をご確認ください。

舟橋村
に住民票
がある方

舟橋村のママ&パパへ

妊娠から出産、子育てまでをフルサポート

妊娠届出書

母子モ 検 索

母子モ（ボシモ）で検索！

①アプリを登録する

( 本人記入欄 )

どちらでも
OK

舟橋村役場　健康福祉課 　　　電話：076-464-1122
受付時間：平日 9:00 ～ 16:00（土日祝日・年末年始は除く）

ふなはし
親子手帳アプリ

母子手帳の交付申請はアプリから！

by



HOME画面下部*の
バナーをタップ！

必要事項を入力 発行された「回答番号」が
表示されたら事前提出完了

※提出済の申請は、アプリ側から変更・
　修正することはできません。
※何かありましたら、回答番号をお手元に、
　健康福祉課へご連絡ください。 

１２３４５
回答番号

＊パソコンやタブレットからログイン
   した場合は、上部に表示されます。

②アプリから「母子手帳の交付申請」を提出

１２３４５

回答番号

舟橋村役場　健康福祉課 
電話番号：076-464-1122
予約受付時間：平日 9:00 ～ 16:00（土日祝日・年末年始は除く）

●1週間以内を目途に、舟橋村役場 健康福祉課へ
　母子手帳を受け取りに来てください。
●来庁日時は必ず電話予約をお願いします。
●電話予約の際に、「妊婦氏名」と「回答番号」をお伝えください。

③電話で来庁日時を予約
アプリで申請完了後に「回答番号」が表示されるページに記載のある電話番号、
もしくは下記の番号から健康福祉課へお電話いただき、必ず来庁予約を行ってください。 

＜必ず電話で来庁予約！＞

①産婦人科から受け取った妊娠届出書（このチラシ）
②個人番号がわかるもの（マイナンバーカード）
③妊婦本人名義の通帳やキャッシュカードなど、振込先がわかるもの

①産婦人科から受け取った妊娠届出書（このチラシ）
②委任状（ホームページより様式をダウンロードできます）
③妊婦の個人番号が分かるもの（マイナンバーカード）
④代理人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
⑤アプリでの回答後に発行される「回答番号」

④役場へ母子手帳を取りに行く

妊婦本人が来庁する場合の必要書類 代理人が来庁する場合の必要書類

役場にて面談を行い母子手帳を発行します。
アプリで申請・予約完了後、予約した日時に回答番号と必要書類を持参し、窓口にお越しください。

⑤母子手帳交付＆面談終了後に５万円給付
母子手帳交付＆面談終了後に妊婦のための支援給付金5万円が給付されます。
給付には本人との面談が必要となります。振込の目安は面談から1～2か月となります。

※　スムーズな対応をさせていただくために予約制とさせて頂きます。
 ※　ご予約なく来庁された場合は、受付できない場合がございます。

※代理人が来庁する場合
妊婦のための支援給付金の給付には妊婦本人との面談が必要です。

ﾎﾞｼ ﾊﾅｺ

村のホームページへはこちらから➡
（母子保健/妊娠がわかったら）

アプリを起動！

１２３４５
回答番号 １２３４５

回答番号

076-464-1122

面談の主な内容
・体調や心配事の確認　　・出産、育児の見通し
・子育て情報、サービスの紹介　　など


